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重 要 事 項 説 明 書 

支給認定保護者が利用しようと考えている特定教育・保育について、契約を締結する前に知っておいていただ

きたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

この「重要事項説明書」は、「前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成 26

年前橋市条例第 34 号）」に定める第 2 章「特定教育・保育施設の運営に関する基準」の規定に基づき、特定教育・保育の提供

契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。 

１ 特定教育・保育を提供する法人について 

法 人 名 称 学校法人 駒形学園 

代 表 者 氏 名 理事長 根岸 保 

法 人 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 
379-2122 群馬県前橋市駒形町 807番地の 1  027-266-2335 

設 立 年 月 日 
昭和 49年 3月 12日 
幼保連携型認定こども園 認可 平成 29年 4月 

２ 特定教育・保育を提供する施設について 

(1) 施設の所在地等 

施 設 の 種 類  幼保連携型認定こども園 

施 設 名 称  こまがた幼稚園 

施 設 番 号 1020151000681 

施 設 所 在 地  
379-2122 

群馬県前橋市駒形町 807番地の 1 

連 絡 先  027-266-2335 

(2) 施設の運営の方針（※運営規程記載内容の要約） 

運 営 の 方 針 幼稚園教育要領・幼保連携型こども園教育・保育要領に従った保育 

(3) 開園日 

開 園 日    

 

区 分  

１号認定 

４月７日から７月１９日（1学期） ８月２６日から１２月２３日（2学期）

１月７日から３月２５日（3学期）：R4年度のもの 

※前橋市の小学校に準ずる 

２号・３号認定 日曜日・祝日・年末年始を除いた日 

(4)開園時間 

開 園 時 間 

区 分 月曜～金曜日 土曜日 

１号認定 

（教育標準時間） 

9：15から 14：15 

(受け入れは 8:30 から行ってい

ます) 

 

２号３号認定 

（保育標準時間） 
7：15から 18：15 8：00から 17：00 

２号３号認定 

（保育短時間） 
8：15から 16：15 8：15から 16：15 

(5)延長保育、預かり保育提供可能な日と時間帯（利用時に徴収あり） 

時  間  帯 

区  分 月曜～金曜日 土曜日 

１号認定 

（教育標準時間） 
14：15から 16：15 

 ２号３号認定 

（保育標準時間） 
18：15から 18：45 

２号３号認定 

（保育短時間） 

7:15から 8:15 

16:15から 18：15 

(6)閉所日・開園時間の短い日 

内 容 期間・時間 備考 

年末年始 １２月２９日から１月３日 全園児 

教育時間設定除外日 1号認定が出席をしなくてもよい日  
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(7)職員体制 

園  長  名 根岸 保 

職   名 人      数 

その他 職員人数等 
副園長 １名 

教員  45名前後（詳細は新年度の職員紹介名簿による） 

※ 基本的な職員の勤務時間は、 8 時 15 分から 17 時 15分までです。 

  ただし、主幹保育教諭及び保育教諭は、開園時間及び延長保育時間等を通じて、ローテーションにより勤務します。 

３ 提供する特定教育・保育の内容・費用・入園時の書類について 

(1) 提供する特定教育・保育の内容について 

項   目 時   間 内    容 

基本の特定教育・保育 

（上乗せ徴収） 

毎週 1回または 

利用条件が整う日 

3・4・5歳児 

・正課 体操教室 

・屋内プール利用（５.６.７.８.９月） 

延長保育、預かり保育 

1号認定の預かり保育 

14：15～16：15まで 

新 2号は 17：15まで 

2号 3号短時間認定預かり保育 

16：15～18：15 

2号 3号認定延長保育 

18：15～18：45 

料金等は別記 

新 2号認定を申請した方は、補助あり。別記 

主な年間行事  別紙 幼稚園行事計画に明示 

その他の便宜の提供   

※新 2号認定・新 3号認定については、「入園の手引き」に別記。 

(2) 保育料、実費徴収金について 
 

項     目 金  額 備    考 

保 育 料  
無償化 対象児 

2歳児 1号認定児(満 3歳児)  

3・4・5歳児 1号 2号認定児 

0・1・2歳児 各市町村が定めた額 

給 食 費  副食費 主食費   

延 長 保 育 料  

上 乗 せ 徴 収  

実 費 徴 収 

 運営規則に定めた額 

① 保育料及び実費徴収分は、園が定めた期日園指定の口座に振り込みにより園に納入してください。口座振

替ができなかった方は、園から請求書が発行されますので、月末までに現金で納入してください。 

② 臨時で徴収するお金が発生した場合（実費徴収）は、事前に通知いたします。 

③ 保育料及び実費徴収分が未納の場合は、徴収内容に関したサービスが提供できない場合があります。ご家

庭の事情等で納入が厳しい場合は、まずご相談ください。（未納が３か月を超えると契約の継続ができなく

なります。） 

(3)障害児の受け入れ体制について 

  障害をお持ちの園児を受け入れる場合は、入園前に障害の様子について保護者の方と話し合いを持たせて

いただいたうえで、保育の方法を決めさせていただきます。養育手帳や障害手帳がある場合は、必ずご提示く

ださい。また、医師等の専門家の診断書等により、保育の方法を確認させていただきます。 

  なお、事前に伺った障害の状態と、実際の園児の状態が著しく違う（障害が重度化している）時は、当園の

保育教諭・保育体制では対応できない場合があります。その場合は、入園をお断りすることがあります。 

(4)入園時の提出書類 

 入園時には、以下の書類を提出していただきます。 

①  入園希望カード     
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②  認定手続きに必要な書類（市町村の請求） 

③  契約書類（重要事項説明書・利用契約書・個人情報使用同意書） 

④  その他 (園児台帳・園児健康調査表・緊急連絡票) 

４ 職員の禁止行為 

本園の職員は、次の行為は行いません。 

① 在園児への虐待・暴言・暴力行為 

② 医師からの指示・保護者の同意を得ていない、医療行為 

③ 特定の園児への特別対応（特別対応申請に基づいた事項、身体に障害がある等の理由がある場合を除く） 

④ 施設内での飲酒・喫煙（園長の許可した場合を除く） 

⑤ 在園児又は保護者等に対して行う宗教活動・政治活動・営利活動・その他迷惑行為 

また、園児の人権の擁護・虐待の防止等のため、虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 
（職名) 主幹保育教諭 

（氏名) 山田 芳裕 

５ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 在園児及びその保護者

に関する秘密の保持に

ついて 

ア 当園は、在園児の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、適切な取扱

いに努めるものとします。 

イ 当園及び職員は、教育・保育を行う上で知り得た在園児及びその保護者の秘密を正当な理

由なく、第三者に漏らしません。 

ウ また、この秘密を保持する義務は、卒園後においても継続します。 

エ 当園は、職員に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員である

期間及び職員でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契

約の内容とします。  

② 個人情報の保護につい

て 

ア 当園は、在園児の保護者から予め文書で同意を得ない限り、在園児の個人情報を用いませ

ん。また、在園児の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、在園児の保

護者の個人情報を用いません。 

イ 当園は、在園児及びその保護者に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるものの他、電

磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第

三者への漏洩を防止するものとします。 

ウ 当園が管理する情報については、在園児の保護者の求めに応じてその内容を開示すること

とし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、

利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが

必要な場合は在園児の保護者の負担となります。)  

６ 相談窓口について 

当園への相談・苦情等の受付 

相談担当者氏名 副園長  吉澤 咲美 

電話番号 027-266-2335 

受付曜日及び受付時間 
月曜日から金曜日の 8：15から 17：15 

（土.日.祝日を除く） 

※ 直接受け付ける以外にも、投書箱（苦情受付箱）を設置しています。直接話しにくい場合や匿名でのご相談

の場合は、ご利用ください。ただし 匿名の投書には答えられない場合があります。 

園の相談・苦情等の窓口 
苦情解決委員（保護者会役員のうち保護者会会長・学年委員長） 

保護者会 正副会長・クラス役員 

 

園以外の相談・苦情等の窓口 

第三者委員 
渡辺 照子  027-288-6529    

井形 佐恵子 027-289-5792 

群馬県子育て支援課 027-226-2626 

前橋市子育て施設課 027-220-5705 
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７ 緊急時の対応について 

教育・保育中に、在園児に病状の急変が生じた場合・その他必要な場合は、速やかに提携医師への連絡を行

う等の必要な措置を講じるとともに、保護者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

８ 事故発生時の対応及び賠償について 

教育・保育サービスの提供中に事故が発生した場合は、市町村、保護者に連絡を行うとともに、必要な措置

を講じます。また、教育・保育サービスの提供に伴って、当園の責めに帰すべき事由により園児の生命・身体・

財産に損害を及ぼした時は、当園が加入する賠償責任保険の範囲内で保護者に対して損害を賠償します。    

なお、当園は、下記の賠償責任保険に加入しています。 

保険会社名 三井住友海上火災保険会社 

保険名 全日幼連 園児賠償責任保険 

補償の概要 身体障害/1名につき 5億円まで  １事故につき 10億円まで  物損 １事故 1千万円まで 

 ※ 伝染病等の園内感染について 

園内で感染した伝染病でも、園に故意または重大な過失がない場合上記賠償責任保険に該当せず、保護者が園に損害賠償責任

を問えないケースが多くあります。長い期間の集団生活です。園としても予防・防御・蔓延防止には充分留意しますが各家庭で

も・予防・早期発見・蔓延防止に十分留意してください。 

９ 非常災害対策について 

  火災や大規模な地震などの非常災害の場合、別途定められた避難マニュアルに従い、迅速に園児を避難させ

ます。市指定の避難場所は、駒形小学校の校庭となります。 

10 特定教育・保育の記録について 

(1) 特定教育・保育の実施ごとに、実施日、内容等を記録し、保管するとともに、保護者への開示（連絡帳等）

を行うことで、確認を受けることとします。 

(2) 記録は、卒（退）園後、５年間保存します。 

(3) 保護者は、個人情報等を除いて、保存される特定教育・保育記録の閲覧及び複写物（複写する場合は、複

写代は実費をご請求させていただきます）の交付を請求することができます。 

11 契約解除（退園）について 

  下記のような要件に該当する場合は、契約解除（退園）となる場合がありますので、ご注意ください。また、

下記の(1)～(3)の要件に該当しそうな場合は、事前にご相談ください。 

(1) 保育に欠ける要件がなくなった場合や、求職中の保護者で、指定の期日（入園後９０日以内）までに認定

の要件を満たさない方。 

(2) 正当な理由がなく、保育料が３ヵ月以上未納の場合。 

(3) 正当な理由がなく、１ヶ月以上当園を休んだ場合。 

(4) 保護者が当園の施設および当園の近隣地域、教育・保育に従事する職員または他の利用者（園児、保護者）

に対して、重大な背信行為を行った場合。 

(5) その他、前号(4)以外に、当園長と保護者の間で協議し、当園の利用を継続することが園児の健やかな成

長を妨げると判断した場合。 

12  こまがた幼稚園保護者会との関係について 

   本園は、こまがた幼稚園保護者会と協力し保育・運営を行います。すべての保護者が保護者会に所属す

ることを原則とします。 

13  通常の園生活と差がある宗教や心情をお持ちの家庭・園児については、特別対応申請書を作成し、園の対

応できる事、妥協をお願いすること等を十分な話し合いのうえ、受け入れを決めます。 

 

 



5 

 

 

認定こども園 こまがた幼稚園運営規則 

〔施設の名称等〕 

第１条 学校法人駒形学園が設置するこの認定こども園の名称及び所在地は，次のとおりとする。 

 (1) 名 称 幼保連携型認定こども園 こまがた幼稚園 

 (2) 所在地 前橋市駒形町 807番地の 1 

〔施設の目的及び運営方針〕 

第２条 幼保連携型認定こども園 こまがた幼稚園（以下「当園」という。）は、義務教育及びその後の教育の

基礎を培うものとしての満３歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一

体的に行うことを目的とする。 

２ 当園は、教育並びに保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児（以下「入園する幼児」という。）の

健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育

ての支援を行うものとする。 

３ 当園は、前二項に規定する目的を実現するため、子どもに対する学校としての教育及び児童福祉施設として

の保育並びにその実施する保護者に対する子育て支援事業の相互の有機的な連携を図りつつ、次に掲げる目

標を達成するよう当該教育及び当該保育を行うものとする。 

(1) 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 

(2) 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、

自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。 

(3) 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生

えを養うこと。 

(4) 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理

解しようとする態度を養うこと。 

(5) 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。 

(6) 快適な生活環境の実現及び子どもと保育教諭その他の職員との信頼関係の構築を通じて、心身の健康の

確保及び増進を図ること。 

４ 当園は、前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成 26年

前橋市条例第 34号）群馬県認定こども園の認定基準に関する条例（平成１８年群馬県条例第５９号）、児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）その

他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。 

〔利用定員〕 

第３条 当園の利用定員は、法第１９条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。 

(1) 法第１９条第１項第１号の子ども（保育を必要としない３歳以上児（以下「１号認定子ども」という。）  75人 

(2) 法第１９条第１項第２号の子ども（保育を必要とする３歳以上児（以下「２号認定子ども」という。）   75人 

（3）法第１９条第１項第３号の子ども（保育を必要とする３歳未満児（以下「３号認定子ども」という。）   75人 

〔提供する特定教育・保育の内容〕 

第４条 当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成２６年内閣府、文部科学省、厚生労働省連名告

示第１号）を踏まえて、以下に掲げる教育及び保育その他の便宜の提供を行う。 

(1) 法第２７条第１項に規定する特定教育・保育（第７条に規定する時間において提供する保育をいう。以下同じ。） 
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(2) 一時預かり保育  ※休業中 

(3) 食事の提供 

(4) その他保育に係る行事等 

〔職員の職種、員数及び職務の内容〕 

第５条 特定教育・保育の提供に当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

(1) 園長１名（常勤専従） 

園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行う

とともに、入園する幼児（利用児）を全体的に把握し、園務をつかさどる。 

(2) 副園長 １名（常勤専従） 

園長を補佐し、特定教育・保育内容について他の保育教諭を統括する。 

(3) 主幹保育教諭 ２名（常勤専従） 

主幹保育教諭は、地域の保護者等に対する子育て支援を行うとともに、園長を補佐し、特定教育・保育

内容について他の保育教諭を統括する。 

(4)  保育教諭 40名前後（常勤専従 30名前後、非常勤 若干名）新年度の職員紹介でお知らせ 

特定教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。 

（5）給食栄養    栄養士 常勤専従 2名 調理助手 非常勤職員 若干名 

（6）看護師・1名  利用児の健康診断、及び利用児・職員の健康相談等の業務を行う。 

（7）事務職員 1名（常勤専従 1名）   入園事務、保育料徴収事務等を行う。 

（8）用務員・保育サポーター  １名（非常勤１名） 

(9) 嘱託医 2名（非常勤 2名） 

（10）学校薬剤師 1名（非常勤 1名）     園舎の衛生管理に関する助言指導等の業務を行う。 

〔特定教育・保育を提供する日等〕 

第６条 特定教育・保育を提供する日は、次のとおりとする。 

 (1) 第７条（1）に規定する教育時間を設定する日 

月曜日から金曜日までとする。ただし、学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び祝日

を除く。【年度末以外は、前橋市の小学校に準ずる】 

１号認定子どもは、各学期の始業日・（入園日）から終業日・（卒園日）の間を教育日数とする。 

２号認定子どもは、出席した日数を保育日数とする。ただし、各学期の始業日・（入園日）から終業日・

（卒園日）の間は教育日数を兼ねるものとする。 

３号認定子どもは、出席した日数を保育日数とする。 

 (2) 第７条（2）（3）に規定する保育時間を設定する日 

月曜日から土曜日までとする。ただし，年末年始（１２月２９日から翌年１月３日）及び祝日を除く。 

ただし 土曜保育・特別保育日（お盆・年始）の開園時間は 8時 00分～17時 00分とする。 

〔特定教育・保育を提供する時間〕 

第７条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。 

 (1) 教育標準時間認定に係る教育時間（１号認定子ども） 

9 時 15 分から 14 時 15 分までとする。なお、上記以外の時間帯において、預かり保育が必要な場合は、

７時 45分から 9時 15分・14時 15分から 17時 15分までの範囲内で、時間外保育を提供する。 

 (2) 保育標準時間認定に係る保育時間（2号認定・3号認定子ども） 

7時 15分から 18時 15分までの範囲内で，保護者が保育を必要とする時間とする。 

 (3) 保育短時間認定に係る保育時間（2号認定・3号認定子ども） 

8時 15分から 16時 15分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。 
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なお、上記以外の時間帯において、やむを得ない理由により時間外保育・保育が必要な場合は、7時 15分 

から 8時 15分・16時 15分から 18時 15分までの範囲内で、時間外保育を提供する。 

※ 土曜保育・特別保育の利用に際し、未満児の場合はお子さんの体力等を考えてできるだけ平日に振替休日

を、以上児の場合は教育日数に入る期間以外は平日に振替休日を取るようにしてください。（任意） 

〔保護者負担その他の費用の種類〕 

第８条 当園の特定教育・保育を利用した支給認定保護者は、その支給認定を受けた市町村の定める利用者負担

金（保育料）を当園に支払うものとする。 

２ 当園は、支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の緊急その他やむを得ない理

由により保育を提供した場合については、当該保護者から特定教育・保育基準費用額（法第２８条第２項第１

号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。）の支払を受けるものとする。この

場合、当該保護者が適切に教育・保育給付を受けられるよう、特定教育・保育提供証明書の交付その他必要な

措置を講じるものとする。 

３ 当園は，前二項の支払を受けるほか、特定教育・保育の提供における便宜に要する費用のうち、別表に掲げ

る費用の支払を受けるものとする。 

４ 前項の費用の支払いを受ける場合には、保護者に対して事前に文書で説明した上で、支払に同意する旨の文

書に署名（記名押印）を受けることとする。 

〔利用の開始に関する事項〕 

第９条 保護者は、当園の利用を開始するために必要な書類を作成し、当園長へ提出するものとする。 

２ １号認定子どもについて、第３条で規定する利用定員の総数を超える場合においては、別に定める選考基準

の優先順位により、選考するものとする。 

３ ２号認定子ども及び３号認定子どもについて、第３条で規定する利用定員の総数を超える場合においては、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優

先的に利用できるよう、選考するものとする。ただし、当分の間、前橋市が利用調整を行うものとする。 

４ 当園長は、保護者が提出する書類に不正又は偽りがある場合は、園児の利用を断ることができる。 

〔利用の終了に関する事項〕 

第１０条 当園は、以下の場合には特定教育・保育の提供を終了するものとする。 

 (1) 入園する幼児（利用児）が小学校に就学したとき。 

 (2) １号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。ただし、２号認定子どもとし

て入園できる場合は除く。 

 (3) ２号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。ただし、１号認定子どもとし

て入園できる場合は除く。 

 (4) ３号認定子どもの保護者が、法に定める支給要件に該当しなくなったとき。 

 (5) 利用者負担金の滞納、その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。 

〔緊急時における対応方法〕 

第１１条 当園の職員は、特定教育・保育の提供を行っているときに、入園する幼児（利用児）に病状の急変、

その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は入園する幼児（利用児）の主治の医師に連絡する等、必

要な措置を講じるものとする。 

２ 特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、前橋市、入園する幼児（利用児）の保護者等に連絡す

るとともに、必要な措置を講じるものとする。 

３ 当園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発

防止のための対策を講じるものとする。 

４ 入園する幼児（利用児）に対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠
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償を速やかに行うものとする。 

 

〔非常災害対策〕 

第１２条 非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少

なくとも毎月１回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。 

〔虐待の防止のための措置〕 

第１３条 当園は、入園する幼児（利用児）の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要

な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。 

〔記録の整備〕 

第１４条 当園は、特定教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存す

るものとする。 

 (1) 特定教育・保育の提供に当たっての計画 

 (2) 提供した特定教育・保育に係る提供記録 

 (3) 前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平成２６年前橋市

条例第３４号）第１９条に規定する市町村への通知に係る記録 

 (4) 保護者からの苦情の内容等の記録 

 (5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

〔苦情への対応〕 

第１５条 特定教育・保育の提供に係る保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講

ずるものとする。 

(1) 苦情受付の窓口を決めること。 

(2) 当園における苦情解決のための手続きを明確化すること。 

(3) 苦情受付窓口及び苦情解決の手続きについて、保護者、職員等に対して周知すること。 

２ 特定教育・保育の提供に関し、市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

３ 特定教育・保育の提供に関する苦情は、群馬県社会福祉協議会の福祉サービス運営適正化委員会が行う調査に協力する。 

〔その他運営についての留意事項〕 

第１６条 当園は、保育士等の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。 

 (1) 採用時研修 採用後 3ヶ月以内 

 (2) 継続研修 年 3回 

２ 職員は、業務上知り得た入園する幼児（利用児）又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

３ 職員であった者に、業務上知り得た入園する幼児（利用児）又はその家族の秘密を漏らすことがないように、

職員でなくなった後においてもこれらの秘密を漏らさない旨を、職員との雇用契約の内容とする。 

 

附 則     この規程は、令和 5年 4月１日から施行する。 
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認定こども園 こまがた幼稚園利用契約書 

 

保護者           (以下「保護者」といいます）と、学校法人駒形学園が運営する

「幼保連携型認定こども園 こまがた幼稚園」（以下「当園」といいます）は、当園を利用する 

園児            （以下「園児」といいます）の教育・保育について、以下のとお

り利用契約を締結しました。 

 

第１条（契約の目的） 

当園は、子ども・子育て支援法、児童福祉法、前橋市保育所条例等の趣旨に従い、園児が安心して生活でき

る教育・保育を提供し、保護者は、当園に対して園児の教育・保育に対する料金を支払います。園児の健やか

な成長を支援するため、保護者による養育と当園での教育・保育は互いに協力し合います。 

第２条（教育・保育の場所） 

教育・保育の提供場所は、群馬県前橋市駒形町807-1  こまがた幼稚園とします。 

第３条（教育・保育サービスの内容） 

１） 当園は、運営規程で定めた方針に則り、園児の発達に必要な教育・保育サービスを提供します。 

２） 教育・保育サービスの内容は「重要事項説明書」のとおりとします。 

第４条（教育・保育の記録） 

１） 当園は、園児の教育・保育内容記載した諸記録を作成し、契約終了後または契約の解約後も、当園で定め

る必要年数の間、これを保管いたします。なお、保管期間終了後は、シュレッダー等を利用して破棄いたし

ます。 

２） 保護者は、保護者が養育する園児の前項の記録について、当園の運営に支障のない範囲で、閲覧すること

ができます。 

３） 閲覧方法は、「重要事項説明書」のとおりとします。 

第５条（利用前健康診断） 

１） 当園の利用を希望する保護者は、当園の指定する日時・場所において健康診断を受けていただきます。な

お、当日に受診できない場合は、小児科医等の医療機関にて健康診断を受診し、小児科医のサインをうけ

た健康診断票を当園長へ提出します。 

２） 当園長は、利用前健康診断の結果について、特に確認が必要と判断した内容については、当園が契約する

嘱託医に電話等で診断内容について確認します。 

第６条 （利用開始手続き） 

１） 保護者は、当園の利用を開始するために必要な書類を作成し、当園長へ提出します。 

２） 当園長は、保護者が提出する書類に不備がある場合は、園児の利用を断ることができます。 

３） 利用開始手続きに必要な書類については「重要事項説明書」のとおりとします。 

第７条（契約期間） 

１） この契約期間は、入園した日から幼児が小学校入学年度の３月３１日までとします。ただし期間中に改定

があった場合は、その年度の４月１日を開始日とします。 

２） 毎年９月の継続申請において、保護者から当園に対して、継続申請書により契約終了の申し出がない場

合、再度契約の内容を確認した上で、翌年以降は、４月１日から３月３１日までの一箇年を契約期間として

本契約の内容を更新することとします。 
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第８条（保育時間等） 

保育時間・延長保育時間は、「重要事項説明書」のとおりとします。 

第９条（保育料等） 

１） 保護者は、当園による教育・保育サービスの対価として、保育料及び実費徴収金を当園に支払うものとし

ます。 

２） 保育料は、各市町村が定めた保育料となります。 

３） 実費徴収金は、「重要事項説明書」のとおりとします。 

第１０条（料金の支払い等） 

１） 保育料を支払う口座の登録は、「学校法人駒形学園等口座振替依頼書」に記入の上、口座振替を希望する

預貯金口座のある銀行窓口に申し込みとなります。 

２） 口座振替日は、毎月１２日（１２日が土日・祝日の場合は、翌銀行営業日）現金の場合、毎月末日までと

なります。 

３） 実費徴収金は、毎月末日までに現金で当園に納入してください。納入時に、領収書を発行（振り込みを

除く）いたします。 

４） 臨時で徴収する料金が発生した場合は、事前に保護者へ通知いたします。 

第１１条（契約の解約） 

１） 保護者は、園児の事情等で当園を中途退園する場合、退園予定日の３０日前までに、当園長に当園所定の

届出書にて申し出るものとします。 

２） 保育料の精算は、各市町村の保育料の支払規定に準じます。 

３） 契約解除となる要件については、「重要事項説明書」のとおりとします。 

４） 保護者は、次の各号に該当する場合、書面にて当園に通知することにより、この契約を解除することが

できます。 

(ア) 当園が正当な理由なく、園児の教育・保育を拒絶した場合 

(イ) 当園が守秘義務に反した場合 

(ウ) 当園が法令等の社会的義務に反した場合 

(エ) 当園が園児または保護者やその家族に対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合 

(オ) 当園が破産した場合 

４） 当園は、閉園や休園などやむを得ない状況がある場合、保護者に対して必要な予告期間（原則として１ヶ

月間）をおいて文書で明示し、口頭で説明した上でこの契約を解除することができます。 

第１２条（秘密保持） 

１） 当園および当園に従事する職員は、本契約にもとづく業務におけるやり取りで知り得た園児・保護者およ

びその家族の情報を秘密として扱い、法令に基づく要請を除き、許可なく第三者への提供はいたしませ

ん。職員の守秘義務は、当園の職員でなくなった後においても同様の扱いとします。 

２） そのほか、当園は、秘密の保持と個人情報の保護については、「重要事項説明書」のとおりに扱います。 

第１３条（緊急時の対応） 

１） 当園は、教育・保育中に園児の身体に急変が生じた場合又はその他必要があると判断した場合は、あらか

じめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡するとともに、速やかに主治医又は嘱託医に連絡をとるなどの必

要な措置を講じます。 

２） 教育・保育中に園児が怪我をした場合は、職員が保護者に対して説明を行うこととします。 

３）大規模な災害が発生した場合、当園が定める「避難マニュアル」に沿って、迅速な避難を行い、園児の安

全を確保いたします。 

第１４条（損害賠償） 
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当園は、教育・保育サービスの提供に伴って、当園の責めに帰すべき事由により園児の生命、身体、財産に

損害を及ぼしたときは、当園が加入する賠償責任保険の範囲内で保護者に対して損害を賠償します。 

第１５条（相談・苦情の対応） 

１）当園は、相談・苦情対応の窓口を設置し、教育・保育に関する相談、事業全般に係る要望、苦情等に対し

て、当園の運営に関して合理的な範囲で、誠実かつ、迅速に対応します。 

２）窓口等の設置については、「重要事項説明書」のとおりとします。 

第１６条（本契約に定めのない事項） 

保護者および当園は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。ただし、本契約に定めのない事項

及びその解釈に疑義の生じた事項については、子ども・子育て支援法、児童福祉法、前橋市保育所条例等の法

令の定めを尊重し、保護者と当園が、誠意をもってこれを協議の上、都度決定するものとします。 

また、こまがた幼稚園が行なう教育・保育サービスの充実の為、保護者として改善の提案・協力を行います。 

第１７条（裁判管轄） 

この契約にあたり、やむを得ず訴訟を行う場合は、当園の所在地を管轄する裁判所を第一裁判所とします。 

第１８条（重要事項説明の確認） 

本契約の締結にあたり、当園は保護者に対し、重要事項を定めた「重要事項説明書」の説明を行い、保護者

はその内容を了承したものとします。 

本契約成立の証に、保護者は本書２通を当園に持参し、保護者、および当園が記名捺印の上、各々その１通

を保有する。 

 

令和 5 年度 料金（実費及び目安） 

「※」の記載がある項目は月々の口座自動振替となります。事前に明細をお知らせします。 
 

別表 1  ０・１・2 歳児（3 号認定児）対象 

実費徴収 

※ 個人持ち教材 別表   

※ 月間絵本 400 円から 600 円 毎月持ち帰り 

行事費（過去の実績） 

※ 遠足 春（親子） 4300 円から 4800 円 
過去の平均額 

※ 昨年度は実施していません 

 運動会・発表会等の小物 実費徴収  

その他 

写
真
等 

園撮影写真 保護者が直接ネット注文 

希望者のみ 行事写真（外部業者撮影） 保護者が直接ネット注文 

運動会・発表会・卒園ビデオ 

（外部業者撮影・作成） 

保護者が直接申し込み用紙にて

注文 

※ 保護者会費 
400 円/月 

500 円/月 

0 歳児.・1 歳児 

２歳児 

  延長保育利用費 150 円/時間 
保育時間外の延長保育 

（18:15～18：45）全員 

  
早朝保育・長時間保育 

3 号短の場合 利用費 
150 円/時間 

早朝保育（～8：15） 

長時間保育（16：15～） 

※但し、３号短認定で預かり保育時間

が認定の届け出の就労時間内の場合は

無償 
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別表 2  2 歳児 1 号認定児（満 3 歳児） 及び 2 歳児 1 号認定予定児 対象 

実費徴収 

※ 

給食費 1 号認定 

（年 204 食） 
5100 円/月（主食+おかず） 

※ 通常保育内の年間食数の 1/12 を

仮徴収（年度末に清算） 

10 時おやつを含む 4080 円（副食分）17 食 （夏休み等も平均に含め徴収） 

  
1020 円（主食分）17 食  

3 月末で清算します。 

1 食 300 円（240+60） 

夏休み以後に入園した園児の給食費は、年度末の清算時に不足分の集金

または返金があることをご承知おき下さい。 

給食費＝副食+主食 単価        240 円+6０円＝300 円 

1 号・2 号の給食費は、上記金額で毎月集金していますが、あらかじめ連絡のある 1 か月以上（月初めから月末

で計算）の連続欠席の場合のみ返金となります。 

給食費減免対象者ならびに、3 号認定については保護者からの徴集はありません。 

※ 個人持ち教材 別表 明細   

※ 月間絵本 400 円から 600 円 毎月持ち帰り 

行事費（過去の実績） 

 運動会・発表会等の小物  実費徴収  

※ 春の親子遠足 4300 円から 4800 円 
過去の平均額 

※ 昨年度は実施していません 

その他 

写
真
等 

園撮影写真 保護者が直接ネット注文 

希望者のみ 行事写真（外部業者撮影） 保護者が直接ネット注文 

運動会・発表会・卒園ビデオ 

（外部業者撮影・作成） 
保護者が申し込み用紙にて注文 

※ 保護者会費 500 円/月 

2 歳児 1 号認定児（満３歳児）及び 

１か月以上在籍する 2 歳児 1 号認定

予定児を含む 

※ 
２歳児 1 号認定予定児保育料

（月決め） 
15,000 円/月 

月決め・月の中途誕生日認定の場合、

認定前日まで 750 円/日 

又は認定保育料の 1 日分 

 
預かり・長時間保育利用費 

※2 歳児 1 号認定児（満３歳児）対象 

200 円/時間 保育時間を超えた時間 

1800円+300円=2100円/日 

   (給食+おやつ代) 

長期休業中の預かり保育 

（9:15～14:15） 

（受け入れは 8:30 から） 

スクール 

バス利用 

※   
〈月決め〉 往復 3500 円 あらかじめ利用の申し込みをした1号

認定の園児。 

2 号認定児・1 号認定予定児はご相談

ください。 

（料金は 年間の 1/12 です） 

片道 2000 円 

  
〈日割り〉 往復 200 円/回  

片道 100 円/回 

特別徴収  開園時間を超えて預かる場合   
最低必要実費（人件費） 

ただし、緊急の場合相談してください。 
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別表 3  ３歳児・４歳児・５歳児（1 号認定児）対象 

特定負担額 

（上乗せ 

徴収） 

※ 正課  体操教室代 300 円/月 毎月  

※ 温水プール利用代 300 円 →  500 円/月 6.7.8.9 月徴収 

実費徴収 

※ 
給食費 1 号認定 

（年 204 食分） 

5100 円/月（主食+おかず） 
※ 通常保育内の年間食数の1/12を

仮徴収（年度末に清算） 

4080 円（副食分）17 食 （夏休み等も平均に含め徴収） 

1020 円（主食分）17 食 
3 月末で清算します。 

1 食 300 円（240+60） 

夏休み以後に入園した園児の給食費は、年度末の清算時に不足分の集金ま

たは、返金があることをご承知おき下さい。 

給食費＝副食+主食  単価 240 円+60 円＝300 円 

1 号の給食費は、上記金額で毎月集金していますが、あらかじめ連絡のある 1 か月以上（月初めから月末で計算）

の連続欠席の場合のみ返金となります。 

給食費減免対象者ならびに、3 号認定については保護者からの徴集はありません。 

※ 個人持ち教材 別表  

※ 月間絵本 400 円から 600 円 毎月持ち帰り 

行事費（過去の実績から） これの限りではありません 

 
運動会・発表会小物・ 

秋の遠足（入場料・乗り物代等） 
実費徴収  

※ 春の親子遠足 4300 円から 4800 円 
過去の平均額 

※ 昨年度は実施していません 

※ お泊り保育代（１泊） 2200 円から 3500 円 5 歳児のみ 

※ 卒園旅行代 3500 円から 4000 円 
5 歳児のみ 

※ 昨年度は 1000 円（いちご狩り） 

※ 運動会 T シャツ代 1000 円から 2000 円 作った学年のみ 

※ 発表会衣装代 600 円 （１２月徴集）  

その他 

写
真
等 

園撮影写真 保護者が直接ネット注文 

希望者のみ 行事写真（外部業者撮影） 保護者が直接ネット注文 

運動会・発表会・卒園ビデオ 

（外部業者撮影・作成） 
保護者が申し込み用紙にて注文 

※ 保護者会費 600 円/月 3 歳児・.4 歳児・.5 歳児 

※ 卒園積立金 900 円/月 5 歳児のみ 

 

預かり・長時間保育利用費 

150 円/時間 
教育時間を超えた時間  

  預かり保育（14:15～16:15） 

 

新２号認定 

150 円/時間 

行政補助額（450 円/日） 

平日 3 時間分 

長期休業中 8 時間分 

教育時間を超えた時間  

 早朝保育（～8：15） 

預かり保育（14:15～17:15） 

  
1500 円＋300 円＝1800 日  長期休業中の預かり保育 

（9:15～14:15）  (給食・おやつ代) 

スクール 

バス利用  

※  <月決め>  往復 3500 円 

      片道 2000 円 

あらかじめ利用の申し込みをした 

1 号認定の園児。 

2 号認定の園児はご相談ください。 

(料金は 年間の１/１２ です) 
  

<日割り>  往復 200 円/回 

      片道 100 円/回 

特別徴収  開園時間を超えて預かる 

場合 
 

最低必要実費（人件費） 

ただし、緊急の場合相談してくださ

い。 
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別表 4  ３・４・５歳児（2 号認定児）対象 

特定負担額 
（上乗せ徴

収） 

※ 正課  体操教室代 300 円/月 毎月  

※ 温水プール利用代 300 円 →  500 円/月 6.7.8.9 月徴収 

実費徴収 

※ 

給食費 ２号認定 6000 円/月（主食∔おかず） 土曜保育・特別保育は別納 

内訳 （年 240 食分） 4800 円（副食分）20 食 
※ 通常保育内の年間食数の1/12を

仮徴収（年度末に清算） 

 1200 円（主食分）20 食 
3 月末で清算します。 

1 食 300 円（240+60） 

給食費は 年間の精算時、上記予定食数を超えた場合、追加徴収があります。予定未満の場合返金します。2 号の

給食費は、上記金額で毎月集金していますが、あらかじめ連絡のある 1 か月以上（月初めから月末で計算）の連続

欠席の場合のみ返金となります。 

（土曜保育・特別保育利用の場合、年間の食数から外すためその日ごとの徴集となります。） 

※ 給食費無償化の対象者の上限は月４５００円となります。 

  給食費＝副食+主食 単価 240 円+6０円＝300 円 （給食費清算の基本となります） 

※ 個人持ち教材 別表   

※ 月間絵本 400 円から 600 円 毎月持ち帰り 

行事費（過去の実績から） これの限りではありません） 

 運動会・発表会小物 

秋の遠足（入場料・乗り物代等）          
実費徴収  

※ 春の親子遠足 4300 円から 4800 円 
過去の平均額 

※ 昨年度は実施していません 

※ お泊り保育代（１泊） 2200 円から 3500 円 5 歳児のみ 

※ 卒園旅行代 3500 円から 4000 円 
5 歳児のみ 

※ 昨年度は 1000 円（いちご狩り） 

※ 運動会 T シャツ代 1000 円から 2000 円 作った学年のみ 

※ 発表会衣装代 600 円（１２月徴集）  

その他 

写 

真 

等 

園撮影写真 保護者が直接ネット注文 

希望者のみ 行事写真（外部業者撮影） 保護者が直接ネット注文 

運動会・発表会・卒園ビデオ 

（外部業者撮影・作成） 

保護者が直接申し込み用紙にて注

文 

※ 
保護者会費 600 円/月 3 歳児・.4 歳児・.5 歳児 

卒園積立金 900 円/月 5 歳児のみ 

 

 延長保育利用費 150 円/時間 
保育時間外の延長保育 

（18:15～18：45）全員 

 
早朝保育・長時間保育利用費  

２号短の場合 
150 円/時間 

早朝保育（～8：15） 

長時間保育（16：15～） 

※但し 2 号短認定で預かり保育時間

が認定の届け出の就労時間内の場合

は無償 

特別徴収   開園時間を超えて預かる場合   

最低必要実費（人件費） 

ただし、緊急の場合相談してくださ

い。 
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園児外の利用（一般の一時預かり）：現在実施していません 

幼稚園型 

一時預かり保育 
2 歳 1 号認定児 3.歳・4 歳・5 歳 

１8００円/日 

給食を含む場合 +300 円 

利用時間により別徴収有 

 

スポット 一般（8：15 から 16:15 まで） 
一時保育は現在閉鎖中ですが 緊急

の場合相談してください 
 

慣らし保育  0 歳・1 歳・2 歳慣らし保育 

午前のみ 

１8００円/日（給食無） 
認定前慣らし保育 

入園が決まっている場合の３月の慣らし

保育希望は事前に相談してください（２月

5 日頃まで） 

給食を含む場合 +300 円 

利用時間により別徴収有 

 

 

 

 

利用契約書 
 

保護者           （以下「保護者」といいます）と、学校法人駒形学園が運営

する「認定こども園 こまがた幼稚園」（以下「当園」といいます）は、当園を利用する 

園児            （以下「園児」といいます）の教育・保育について、以下の

とおり利用契約を締結しました。 

 

第１８条（重要事項説明の確認） 

本契約の締結にあたり、当園は保護者に対し、重要事項を定めた「重要事項説明書」の説明を行い、保護者はその内容を了承

したものとします。本契約成立の証に、保護者は本書２通を当園に持参し、保護者、および当園が記名捺印の上、各々その１通

を保有する。 

 

令和  年   月   日 

 

重要事項説明書の説明年月日 令和     年    月    日 

 

 

当園  

所在地   〒 379-2122      

群馬県前橋市駒形町807-1 

電 話     027－266－2335     

認定こども園名 

       認定こども園   こまがた幼稚園   

園 長  根岸 保 
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施 
 

設 

所 在 地 

379-2122 

群馬県前橋市駒形町 807番地の 1 

027-266-2335 

法 人 名 
 

学校法人  駒形学園 

代 表 者 名 

理事長  根岸 保  

認定こども園名 
認定こども園    

    こまがた幼稚園 

説 明 者 氏 名 
    こまがた幼稚園    根岸 保   

 

 

 認定こども園 こまがた幼稚園から「前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例（平成 26年前橋市条例第 34号）」に定める第 2章「特定教育・保育

施設の運営に関する基準」の規定に基づき、保護者に説明を行いました。 内容の説明を受け、

同意しました。 

 

保護者 

住 所 

 

氏 名 ㊞ 

園児名 氏 名  

（※代理で説明を受けた場合に記入） 

代理人 

住 所 

 

氏 名 ㊞ 

 

 


